
大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止手続き概要

石綿の事前調査

発注者への調査結果報告
（自主施工の記録作成）

延べ床面積80㎡以上の解体
総額100万円以上の改造・補修

保健所への調査結果報告 保健所への調査結果報告なし

延べ床面積80㎡未満の解体
総額100万円未満の改造・補修

現場での掲示と書類常備

石綿作業基準に
基づき施工

通常の
作業手順で施工

吹付・断熱材等 成形板等

保健所への作業届出あり 保健所への作業届出なし

発注者への完了報告
（自主施工の記録作成）

調査報告の保管

☆元請業者は全ての解体等工事実施前に、石綿含有の有無を確認してください。

☆一定規模以上の工事は各管轄保健所に調査結果を報告する必要があります。

石綿あり・含有みなし 石綿なし

調査報告・作業記録の保管

解体、改修、補修等を行う事業者の皆様へ

【お問い合わせ】
北部保健所 TEL：0980-52-2636
中部保健所 TEL：098-989-6610

南部保健所 TEL：098-889-6846
※那覇市内の工事は那覇市環境保全課へ

沖縄県環境部環境保全課

宮古保健所 TEL：0980-72-3501
八重山保健所 TEL：0980-82-3243


